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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳まれた状態から、最初に垂直方向に立てられる相対する側壁と、該相対する側壁
に次いで、後から垂直方向に立てられる相対する側壁とを有する折り畳みコンテナーにお
いて、前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁には、上下動する１つの操作部と、
該操作部の上下動により、梃子支点を中心に回動可能な一対の梃子杆とからなるロック解
除部材が配設されているとともに、前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁の側部
リブには、該側部リブに略垂直な係止片が形成されており、また、前記最初に垂直方向に
立てられる相対する側壁には、その先端部に、傾斜下面と傾斜側面を有する係合突部が突
設された弾性舌片が形成されており、折り畳みコンテナーが箱型に組み立てられた状態に
おいては、前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁の側部リブに形成された係止片
が、前記最初に垂直方向に立てられる相対する側壁に形成された弾性舌片の係合突部と板
状部に略垂直な係合枠との間に位置するように構成することにより、前記最初に垂直方向
に立てられる相対する側壁と前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁とがロック状
態となるように構成されており、更に、折り畳みコンテナーが箱型に組み立てられた状態
においては、前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁に配設されたロック解除部材
を構成する梃子杆の押し上げ突部が、前記最初に垂直方向に立てられる相対する側壁に形
成された弾性舌片に突設された係合突部の傾斜下面に当接或いは接近して位置するように
構成されており、前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁に配設されたロック解除
部材を構成する梃子杆の押し上げ突部を、前記最初に垂直方向に立てられる相対する側壁
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に形成された弾性舌片の係合突部の傾斜下面に沿って上動させることにより、前記弾性舌
片を外側に弾性変形させて、前記最初に垂直方向に立てられる相対する側壁と前記後から
垂直方向に立てられる相対する側壁とのロック状態が解除されるように構成されているこ
とを特徴とする折り畳みコンテナー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、底部を囲むように配設された側壁が、底部に重なるように折り畳むことが可能
な折り畳みコンテナーに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、平面形状が略長方形に形成された底部の相対する長辺部に、ヒンジ部材を介して連
結された長側壁と、同じく上記底部の相対する短辺部に、ヒンジ部材を介して連結された
短側壁とからなり、底部に対して略垂直に長側壁と短辺部を立てることにより、箱型に組
み立てられ、また、折り畳む際には、底部の上に重なるように、長側壁及び短側壁を折り
畳むようにした折り畳みコンテナーが知られており、箱型に組み立てられ状態においては
、長側壁或いは短側壁が、底部方向に倒れないように、互いに、ロック機構により、ロッ
クされるように構成されている。
【０００３】
一例として、短側壁に配設された操作部を下動させることにより、係合突起を、短側壁に
突設された凸部に当接させて回動させることにより、係合突起と長側壁に形成された係合
凹部とのロック状態を解除するようにした折り畳みコンテナーが、特許文献１に開示され
ている。
【特許文献１】特開２００３－４０２６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の折り畳みコンテナーにおいては、短側壁と長側壁のロックは、短側壁に配設された
係合突起を、長側壁に配設された係合凹部に係合することにより行われており、従って、
折り畳みコンテナーに、落下等による衝撃が加わった場合に、係合突起が移動し、ロック
状態が簡単に解除されてしまうという問題があった。
【０００５】
また、短側壁の底部方向への回動は、強度的に弱い係合突起を、係合凹部に係合すること
により行われており、従って、係合突起が損傷するという問題があった。
【０００６】
更に、係合突起を、大型の折り畳みコンテナーの短側壁に配設した場合や短側壁より横幅
の長い長側壁に配設した場合には、係合突起が変形して、長側壁と短側壁のロック状態を
解除することができなかったり、係合突起が損傷するという問題があった。
【０００７】
本発明の目的は、上述した従来の折り畳みコンテナーが有する課題を解決することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述した目的を達成するために、折り畳まれた状態から、最初に垂直方向に
立てられる相対する側壁と、該相対する側壁に次いで、後から垂直方向に立てられる相対
する側壁とを有する折り畳みコンテナーにおいて、前記後から垂直方向に立てられる相対
する側壁には、上下動する１つの操作部と、該操作部の上下動により、梃子支点を中心に
回動可能な一対の梃子杆とからなるロック解除部材が配設されているとともに、前記後か
ら垂直方向に立てられる相対する側壁の側部リブには、該側部リブに略垂直な係止片が形
成されており、また、前記最初に垂直方向に立てられる相対する側壁には、その先端部に
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、傾斜下面と傾斜側面を有する係合突部が突設された弾性舌片が形成されており、折り畳
みコンテナーが箱型に組み立てられた状態においては、前記後から垂直方向に立てられる
相対する側壁の側部リブに形成された係止片が、前記最初に垂直方向に立てられる相対す
る側壁に形成された弾性舌片の係合突部と板状部に略垂直な係合枠との間に位置するよう
に構成することにより、前記最初に垂直方向に立てられる相対する側壁と前記後から垂直
方向に立てられる相対する側壁とがロック状態となるように構成されており、更に、折り
畳みコンテナーが箱型に組み立てられた状態においては、前記後から垂直方向に立てられ
る相対する側壁に配設されたロック解除部材を構成する梃子杆の押し上げ突部が、前記最
初に垂直方向に立てられる相対する側壁に形成された弾性舌片に突設された係合突部の傾
斜下面に当接或いは接近して位置するように構成されており、前記後から垂直方向に立て
られる相対する側壁に配設されたロック解除部材を構成する梃子杆の押し上げ突部を、前
記最初に垂直方向に立てられる相対する側壁に形成された弾性舌片の係合突部の傾斜下面
に沿って上動させることにより、前記弾性舌片を外側に弾性変形させて、前記最初に垂直
方向に立てられる相対する側壁と前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁とのロッ
ク状態が解除されるように構成したものである。
【発明の効果】
【０００９】
折り畳まれた状態から、最初に、垂直方向に立てられる相対する側壁と、該相対する側壁
に次いで、後から垂直方向に立てられる相対する側壁とを有する折り畳みコンテナーにお
いて、前記後から垂直方向に立てられる相対する側壁に配設されたロック解除部材を、上
下動する操作部と、該操作部の上下動により、梃子支点を中心に回動可能な梃子杆とによ
り構成したので、ロック解除部材の曲げ変形を少くすることができ、従って、最初に垂直
方向に立てられる相対する側壁と、該相対する側壁に次いで、垂直方向に立てられる相対
する側壁とのロック解除作業を、確実に行うことができるとともに、ロック解除部材の損
傷を防止することができる。
【００１０】
前記後から垂直方向に立てられる側壁に形成された係止片が、前記最初に垂直方向に立て
られる側壁に形成された弾性舌片の係合突部に当接或いは接近して位置することにより、
前記係止片と前記弾性舌片の係合突部とがロック状態となり、ロック解除部材自体は、前
記後から垂直方向に立てられる側壁と前記最初に垂直方向に立てられる側壁とのロックに
は関与していないので、ロック解除部材の損傷を防止することができるとともに、ロック
解除部材が多少移動しても、前記後から垂直方向に立てられる側壁と前記最初に垂直方向
に立てられる側壁とのロックが解除されるようなことを防止することができる。
【実施例】
【００１１】
以下に、本発明の実施例について説明するが、本発明の趣旨を越えない限り、何ら、本実
施例に限定されるものではない。
【００１２】
本発明の全体構成は、図１～図３に示されているように、底部１と、底部１の相対する長
辺側土手部１ａにヒンジ連結された長側壁２と、底部１の相対する短辺側土手部１ｂにヒ
ンジ連結された短側壁３とから構成されており、本実施例においては、長辺側土手部１ａ
の高さは、短辺側土手部１ｂの高さより高く構成されている。
【００１３】
図１に示されている箱型に組み立てられた状態から、先ず最初に、短側壁３を、図２に示
されているように、底部１に重なるように倒し、次いで、長側壁２を、底部１に重ねられ
た短側壁３に重なるように倒すことにより、図３に示されているように、折り畳みコンテ
ナーを、高さの低いコンパクトに折り畳むことができるように構成されており、また、図
３に示されている状態から、図２に示されているように、長側壁２を、略垂直に立て、次
いで、短側壁３を略垂直に立てることにより、図１に示されているように、折り畳まれて
いた折り畳みコンテナーを、箱型に組み立てることができるように構成されている。



(4) JP 4287334 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

【００１４】
次に、主として、図１～図４を用いて、長側壁２について説明する。
【００１５】
長側壁２は、横長の略長方形状の板状部２ａを有しており、長側壁２の両垂直端には、板
状部２ａに略垂直で、且つ、長側壁２の内面（折り畳みコンテナーを図１に示されている
ように、箱型に組み立てた際に、箱型に組み立てられた折り畳みコンテナーの内側に位置
する面）２ａ１から突出する方向に延在する、縦長の係合枠２ｂが形成されており、係合
枠２ｂには、上下方向に所定の間隔を置いて、板状部２ａに略平行な嵌合孔２ｂ１が、適
当数、形成されている。なお、本実施例には、３個の嵌合孔２ｂ１が形成されている例が
示されている。
【００１６】
係合枠２ｂ付近に位置する板状部２ａの両端部付近には、上下方向に所定の間隔を置いて
形成された水平溝部２ｃ１と、水平溝部２ｃ１の係合枠２ｂ側端部を連結する垂直溝２ｃ
２とからなる略コの字状のスリット２ｃが形成されており、長側壁２の板状部２ａに、こ
のようなスリット２ｃを形成することにより、長側壁２には、係合枠２ｂ側に自由端部を
有する弾性舌片４が形成されている。また、弾性舌片４の先端部には、略角柱状の係合突
部４ａが突設されており、係合突部４ａの下面４ａ１は、係合突部４ａの付け根から係合
突部４ａの先端に向かうに従って、上方に傾斜した傾斜面として形成されているとともに
、弾性舌片４の根元側に位置する係合突部４ａの側面４ａ２にも、係合突部４ａの付け根
から係合突部４ａの先端に向かうに従って、係合枠２ｂ方向に傾斜した傾斜面が形成され
ている。なお、係合突部４ａの下面４ａ１の傾斜面を、以下、単に、傾斜下面４ａ１と称
し、係合突部４ａの側面４ａ２の傾斜面を、以下、単に、傾斜側面４ａ２と称する。
【００１７】
次に、主として、図１～図３、図５及び図６を用いて、短側壁３について説明する。
【００１８】
短側壁３は、略方形状の板状部３ａを有しており、板状部３ａの上下端には、板状部３ａ
の外面（図１に示されているように、折り畳みコンテナーを箱型に組み立てた際に、折り
畳みコンテナーの外側に位置する面）３ａ１に対して略垂直方向に延在する上端水平リブ
３ｂ及び下端水平リブ３ｃが、それぞれ形成されており、また、上端水平リブ３ｂの両端
部と下端水平リブ３ｃの両端部とは、側部リブ３ｄにより連結されている。
【００１９】
短側壁３には、板状部３ａの上部領域或いは全体を、側部リブ３ｄを越えて外側に延在す
ることにより、縦長の張出部３ｅが形成されており、張出部３ｅには、長側壁２の係合枠
２ｂに穿設された嵌合孔２ｂ１に嵌合可能な嵌合突部３ｆが突設されている。本実施例に
おいては、長側壁２の係合枠２ｂに穿設された３個の嵌合孔２ｂ１に対応して、３個の嵌
合突部３ｆが形成されている例が示されている。
【００２０】
側部リブ３ｄの張出部３ｅ側に位置する面（以下、外面という。）３ｄ１の上部で、且つ
、側部リブ３ｄの先端部３ｄ２付近には、先端部３ｄ２に沿って、且つ、側部リブ３ｄに
略垂直な板状の係止片３ｇが形成されており、また、必要に応じて、係止片３ｇと側部リ
ブ３ｄの外面３ｄ１とにより形成される隅部には、略水平な補強水平片３ｄ３が形成され
ている。本実施例においては、係止片３ｇが、張出部３ｅに突設された嵌合突部３ｆのう
ち、一番上に位置する嵌合突部３ｆの下方近傍に形成されている例が示されている。また
、係止片３ｇが位置する側部リブ３ｄには、縦長のスリット３ｈが穿設されている。
【００２１】
上端水平リブ３ｂの下方に位置する板状部３ａには、上端水平リブ３ｂと略平行に、板状
部３ａの外面３ａ１に対して略垂直方向に延在する上部水平リブ３ｉが形成されており、
上端水平リブ３ｂと上部水平リブ３ｉとは、所定の間隔を置いて、一対の相対する区画垂
直リブ３ｊにより連結されており、また、区画垂直リブ３ｊには、縦長のスリット３ｋが
形成されている。更に、区画垂直リブ３ｊと側部リブ３ｄとの間には、上端水平リブ３ｂ
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と上部水平リブ３ｉを連結する垂直リブ３ｍが形成されており、垂直リブ３ｍには、支点
用透孔３ｍ１が穿設されている。
【００２２】
上端水平リブ３ｂと上部水平リブ３ｉと一対の相対する区画垂直リブ３ｊとに囲まれた領
域に位置する板状部３ａには、上端水平リブ３ｂから垂下するような一対の垂下リブ３ｎ
が形成されており、垂下リブ３ｎの下部には、区画垂直リブ３ｊ方向に延在する水平状の
弾性条片用支持突片３ｎ１が延設されている。また、一対の垂下リブ３ｎ間に位置する板
状部３ａには、上端水平リブ３ｂと上部水平リブ３ｉを連結する略垂直なガイドリブ３ｐ
が形成されている。このガイドリブ３ｐの板状部３ａからの高さは、上述した上端水平リ
ブ３ｂや上部水平リブ３ｉや側部リブ３ｄや区画垂直リブ３ｊや垂直リブ３ｍの板状部３
ａからの高さより低く形成されている。
【００２３】
次に、図７及び図８を用いて、１個の操作部５’と２本の梃子杆５”とから構成されるロ
ック解除部材５について説明する。
【００２４】
操作部５’は、横長の前板５ａと、前板５ａの両端から、前板５ａに対して略垂直で、且
つ、後方に延在する側板５ｂとを有しているとともに、側板５ｂには、切欠き凹部５ｂ１
が形成されている。また、前板５ａには、前板５ａの中央領域を、後方に膨出させること
により、天板５ｃ１と底板５ｃ２と相対する側板５ｃ３と奥板５ｃ４とからなる、前方が
開放された箱型の把手用凹部５ｃが形成されている。
【００２５】
相対する側板５ｂ付近に位置する前板５ａの上端部には、側板５ｂと略平行な弾性条片取
付リブ５ｄが突設されており、弾性条片取付リブ５ｄの把手用凹部５ｃ側に位置する面の
上部には、把手用凹部５ｃ付近まで、下方或いは略水平に延在する弾性条片５ｄ１が形成
されている。また、把手用凹部５ｃの奥板５ｃ４の両端部付近を、前板５ａ方向に膨出さ
せることにより、縦長のガイド凹部５ｃ５が形成されている。更に、側板５ｂ付近に位置
する前板５ａの裏面には、前板５ａに略垂直な円筒状の軸受け５ｅが形成されている。
【００２６】
５”は、棒状の梃子杆であり、梃子杆５”の一方の端部付近の背面（梃子杆５”を、操作
部５’と共に、短側壁３に配設した場合に、短側壁３の板状部３ａ側に位置する面）には
、枢支ピン５ｆが突設されており、また、もう一方の端部に位置する、梃子杆５”の長手
方向に垂直な端部垂直部５ｇには、端部垂直部５ｇに対して垂直な押し上げ突部５ｈが突
設されている。
【００２７】
操作部５’の横幅Ｗ１は、短側壁３に形成された一対の相対する区画垂直リブ３ｊの間隔
Ｄ１と略同じに形成されており、また、操作部５’の高さＨ１は、短側壁３に形成された
上端水平リブ３ｂと上部水平リブ３ｉとの間隔Ｄ２より低く形成されている。
【００２８】
次に、主として、図９～図１２を用いて、短側壁３へのロック解除部材５の取り付けにつ
いて説明する。
【００２９】
一方の梃子杆５”を、枢支ピン５ｆが突設されている側から、一対の側部リブ３ｄの一方
の側部リブ３ｄに穿設された縦長のスリット３ｈに挿入し、次いで、一対の垂直リブ３ｍ
の一方の垂直リブ３ｍに穿設された支点用透孔３ｍ１に挿入し、その後、一対の区画垂直
リブ３ｊの一方の区画垂直リブ３ｊに穿設されている縦長のスリット３ｋに挿入する。同
様に、もう一方の梃子杆５”を、枢支ピン５ｆが突設されている側から、一対の側部リブ
３ｄのもう一方の側部リブ３ｄに穿設された縦長のスリット３ｈに挿入し、次いで、一対
の垂直リブ３ｍのもう一方の垂直リブ３ｍに穿設された支点用透孔３ｍ１に挿入し、その
後、一対の区画垂直リブ３ｊのもう一方の区画垂直リブ３ｊに穿設されている縦長のスリ
ット３ｋに挿入する。
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【００３０】
そして、操作部５’の把手用凹部５ｃを形成する奥板５ｃ４が、短側壁３の板状部３ａと
対向するように、且つ、操作部５’の把手用凹部５ｃが、短側壁３の上端水平リブ３ｂか
ら垂設された一対の垂下リブ３ｎ間に位置するように、操作部５’を、短側壁３の上端水
平リブ３ｂと上部水平リブ３ｉと相対する区画垂直リブ３ｊにより形成される空間部に配
置する。また、操作部５’を、このように短側壁３に配置した際には、操作部５’に形成
された弾性条片５ｄ１の先端を、上端水平リブ３ｂに垂設された垂下リブ３ｎの弾性条片
用支持突片３ｎ１に載置するとともに、梃子杆５”を、側板５ｂに形成された切欠き凹部
５ｂ１に嵌合し、且つ、梃子杆５”の一方の端部付近に突設された枢支ピン５ｆを、操作
部５’の前板５ａの裏面に形成された円筒状の軸受け５ｅに挿入する。更に、このように
短側壁３に配置した際には、操作部５’に形成された縦長のガイド凹部５ｃ５には、短側
壁３の板状部３ａに形成されたガイドリブ３ｐが挿入されるように構成されている。
【００３１】
上述したようにして、短側壁３に、１個の操作部５’と２本の梃子杆５”とから構成され
るロック解除部材５が配設されることになる。短側壁３に、ロック解除部材５が配設され
た際には、梃子杆５”の押し上げ突部５ｈが、図１０に示されているように、側部リブ３
ｄに形成された係止片３ｇの背面（折り畳みコンテナーを箱型に組み立てた際に、内側に
位置する面）３ｇ１に位置するように構成されているととともに、梃子杆５”の押し上げ
突部５ｈの先端が、張出部３ｅを越えて、短側壁３の外側に突出しないように構成されて
いる。
【００３２】
また、短側壁３に、ロック解除部材５が配設された際には、短側壁３の側部リブ３ｄに穿
設された縦長のスリット３ｈに挿入された梃子杆５”の押し上げ突部５ｈ或いは梃子杆５
”の先端部は、スリット３ｈ内において、上下方向に自由に移動可能に構成されていると
ともに、区画垂直リブ３ｊの縦長のスリット３ｋに挿入された梃子杆５”も、スリット３
ｋ内において、上下方向に自由に移動可能に構成されている。また、短側壁３の垂直リブ
３ｍに穿設された支点用透孔３ｍ１に挿入された梃子杆５”は、上下方向の移動が制限さ
れ、支点用透孔３ｍ１が、梃子杆５”の梃子支点として機能するように構成されている。
【００３３】
更に、短側壁３に、ロック解除部材５が配設された際には、図１０に示されているように
、操作部５’が、短側壁３の上端水平リブ３ｂに当接或いは接近して位置するように構成
されているとともに、操作部５’と短側壁３の上部水平リブ３ｉとの間には、操作部５’
が、操作部５’に配設された弾性条片５ｄ１の弾性力に抗して下動可能な間隙が形成され
ている。
【００３４】
更にまた、折り畳みコンテナーが箱型に組み立てられた状態においては、図１３に示され
ているように、ロック解除部材５を構成する梃子杆５”の押し上げ突部５ｈが、長側壁２
に形成された弾性舌片４に突設されている係合突部４ａの傾斜下面４ａ１に当接或いは接
近して位置するように構成されている。
【００３５】
図３に示されているように、折り畳まれた状態の折り畳みコンテナーを，図１に示されて
いるように、箱型に組み立てるには，先ず最初に、略水平状態の長側壁２を、垂直方向に
回動させて、図２に示されているように、略垂直に立てる。次いで、底部１に重なるよう
にして折り畳まれている短側壁３を、垂直方向に回動させると、短側壁３の張出部３ｅが
、長側壁２に形成された係合枠２ｂに対向するように接近し、短側壁３の張出部３ｅに突
設されている嵌合突部３ｆの先端部が、長側壁２の係合枠２ｂに形成された嵌合孔２ｂ１
に挿入されることになる。この嵌合突部３ｆの嵌合孔２ｂ１への挿入過程と前後して、長
側壁２に形成された弾性舌片４に突設されている係合突部４ａの傾斜側面４ａ２に，短側
壁３の側部リブ３ｄに形成された係止片３ｇが当接することになる。この状態から、更に
，短側壁３を、垂直方向に回動させると、上記の係止片３ｇが，長側壁２に形成された弾
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性舌片４を外側に弾性変形させ，係止片３ｇが，弾性舌片４に突設されている係合突部４
ａを越えた時点で，弾性舌片４は，その復元力により，元に位置に復帰するとともに，弾
性舌片４に突設されている係合突部４ａが，短側壁３の側部リブ３ｄに形成された係止片
３ｇの背面３ｇ１に当接或いは接近して位置することになる。また，このように，弾性舌
片４に突設されている係合突部４ａが，係止片３ｇの背面３ｇ１に当接或いは接近して位
置した際には、図１３に示されているように、ロック解除部材５を構成する梃子杆５”の
押し上げ突部５ｈが、長側壁２に形成された弾性舌片４に突設されている係合突部４の傾
斜下面４ａ１に当接或いは接近して位置するように構成されている。
【００３６】
上述したようにして，折り畳みコンテナーが箱型に組み立てられた際には，長側壁２に形
成された弾性舌片４に突設されている係合突部４ａが，短側壁３の側部リブ３ｄに形成さ
れた係止片３ｇの背面３ｇ１に当接或いは接近して位置しているので，短側壁３が，底部
１方向に倒れようとしても，短側壁３に形成されている係止片３ｇが，長側壁２に形成さ
れている弾性舌片４の係合突部４ａに当接し，短側壁３の底部１方向への回動が阻止され
，従って，短側壁３が，底部１方向に倒れるようなことを防止することができる。このよ
うに、長側壁２と短側壁３とのロックは、長側壁２に形成された弾性舌片４の係合突部４
ａと短側壁３に形成された係止片３ｇにより行われ、このロックには、ロック解除部材５
は関与していないので、箱型に組み立てられた状態において、ロック解除部材５に負荷が
加わり、ロック解除部材５が損傷するようなことを防止することができる。
【００３７】
図１に示されているように、箱型に組み立てられた折り畳みコンテナーを，図３に示され
ているように折り畳むには，短側壁３に配設されているロック解除部材５の把手用凹部５
ｃに手を入れて，その先端部が、短側壁３の上端水平リブ３ｂに垂設された垂下リブ３ｎ
の弾性条片用支持突片３ｎ１に載置されている弾性条片５ｄ１を弾性変形させながら，弾
性条片５ｄ１の弾性力に抗して，図１１に示されているように、ロック解除部材５を下動
させると，ロック解除部材５を構成する梃子杆５”の垂直リブ３ｍから操作部５’側に位
置する部分が、垂直リブ３ｍを中心に下動回動し、また、梃子杆５”の垂直リブ３ｍから
張出部３ｅ側に位置する部分が、垂直リブ３ｍを中心に上動回動することになり、従って
、長側壁２に形成された弾性舌片４に突設されている係合突部４ａの傾斜下面４ａ１に当
接或いは接近している押し上げ突部５ｈが、傾斜下面４ａ１に沿って，係合突部４の先端
面４ａ３方向に移動し，弾性舌片４を外側に弾性変形させることになる。そして，図１４
に示されているように、ロック解除部材５を構成する梃子杆５”の押し上げ突部５ｈの先
端が、長側壁２に形成された弾性舌片４の係合突部４ａの先端面４ａ３に当接した時点で
、弾性舌片４の係合突部４ａが、短側壁３の側部リブ３ｄに形成されている係止片３ｇか
ら外れるように構成されているので、このように、長側壁２に形成された弾性舌片４の係
合突部４ａが、短側壁３の側部リブ３ｄに形成されている係止片３ｇから外れた時点で，
短側壁３を，底部１方向に倒して，相対する短側壁３を，底部１に重ねる。その後，長側
壁２を，底部１方向に倒して，底部１に重ねられている短側壁３の上に，相対する長側壁
２を重ねることにより，図１に示されているように、箱型に組み立てられた折り畳みコン
テナーを，図３に示されているように折り畳むことができる。
【００３８】
上述したように、箱型に組み立てられた折り畳みコンテナーを折り畳む際には、短側壁３
に配設されているロック解除部材５を構成する操作部５’を下動させることにより、枢支
ピン５ｆが操作部５’に形成された円筒状の軸受け５ｅに挿入されている梃子杆５”を下
動させて、梃子杆５”を、梃子杆５”が挿入されている支点用透孔３ｍ１が穿設された垂
直リブ３ｍを中心に、長側壁２に形成された弾性舌片４に突設されている係合突部４ａの
傾斜下面４ａ１に当接或いは接近している梃子杆５”の押し上げ突部５ｈが、上動するよ
うに、梃子の原理を利用して回動させるように構成したので、従来のロック部材全体を下
動させる場合に比べて、長側壁２に形成された弾性舌片４の係合突部４ａと短側壁３の側
部リブ３ｄに形成されている係止片３ｇとのロック状態を解除する際のロック解除部材５
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を下動させる力が少なくてすみ、従って、長側壁２に形成された弾性舌片４の係合突部４
ａと短側壁３の側部リブ３ｄに形成されている係止片３ｇとのロック解除作業を、迅速に
且つ円滑に行うことができる。
【００３９】
また、ロック解除部材５を構成する梃子杆５”を、梃子の原理を利用して回動させるよう
に構成したので、従来のロック部材全体を下動させる場合に比べて、梃子杆５”の曲げ変
形が少なくなり、従って、確実に、長側壁２に形成された弾性舌片４の係合突部４ａと短
側壁３の側部リブ３ｄに形成されている係止片３ｇとのロック解除作業を行うことができ
るとともに、梃子杆５”の損傷を防止することができる。
【００４０】
上述した実施例には、長側壁２を、底部１の短辺側土手部１ｂより高さの高い相対する長
辺側土手部１ａにヒンジ連結し、また、短側壁３を、底部１の長辺側土手部１ａより高さ
の低い相対する短辺側土手部１ｂにヒンジ連結するとともに、ロック解除部材５を、短側
壁３に配設した例が示されているが、長側壁２を、底部１の短辺側土手部１ｂより高さの
低い相対する長辺側土手部１ａにヒンジ連結し、また、短側壁３を、底部１の長辺側土手
部２ａより高さの高い相対する短辺側土手部１ｂにヒンジ連結するとともに、ロック解除
部材５を、長側壁２に配設することもできる。この場合には、箱型に組み立てられた折り
畳みコンテナーを折り畳むには、最初に、長側壁２を底部１に重なるように倒し、次いで
、短側壁３を、底部１方向に倒すことになり、折り畳まれた折り畳みコンテナーを、箱型
に組み立てるには、先ず最初に、短側壁３を略垂直に立て、次いで、長側壁２を略垂直に
立てることになる。
【００４１】
上述したように、ロック解除部材５を、長側壁２に配設した場合には、ロック解除部材５
を、短側壁３に配設した場合に比べて、ロック解除部材５の全体の長さが長くなるので、
従来のロック部材のように、ロック部材の全体を下動させる場合に比べて、ロック解除部
材５の曲げ変形が少なくなり、従って、確実に、長側壁２と短側壁３とのロック解除作業
を行うことができるとともに、ロック解除部材５の損傷を防止することができる。
【００４２】
上述したように、折り畳まれた状態から、先に垂直方向に立てられる相対する短側壁３に
配設されたロック解除部材５を、上下動する操作部５’と、操作部５’の上下動により、
操作部５’に連結されているとともに、梃子支点を中心に回動可能な梃子杆５”とにより
構成したので、ロック解除部材５の曲げ変形が少なくなり、従って、確実に、長側壁２と
短側壁３とのロック解除作業を行うことができるとともに、ロック解除部材５の損傷を防
止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、本発明の折り畳みコンテナーが箱型に組み立てられた状態の斜視図であ
る。
【図２】図２は、本発明の折り畳みコンテナーの組み立て途中或いは折り畳み途中の斜視
図である。
【図３】図３は、本発明の折り畳みコンテナーの折り畳まれた状態の斜視図である。
【図４】図４は、本発明の折り畳みコンテナーの長側壁の部分拡大斜視図である。
【図５】図５は、本発明の折り畳みコンテナーの短側壁の外面側から見た部分斜視図であ
る。
【図６】図６は、本発明の折り畳みコンテナーの短側壁の内面側から見た部分斜視図であ
る。
【図７】図７は、本発明の折り畳みコンテナーを構成するロック解除部材の奥板側から見
た分解斜視図である。
【図８】図８は、本発明の折り畳みコンテナーを構成するロック解除部材の前板側から見
た分解斜視図である。
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【図９】図９は、本発明の折り畳みコンテナーを構成する短側壁とロック解除部材との分
解斜視図である。
【図１０】図１０は、本発明の折り畳みコンテナーを構成するロック解除部材が配設され
た状態の短側壁の外面側から見た部分斜視図である。
【図１１】図１１は、同じく、本発明の折り畳みコンテナーを構成するロック解除部材が
配設された状態の短側壁の外面側から見た部分斜視図である。
【図１２】図１２は、本発明の折り畳みコンテナーを構成するロック解除部材が配設され
た状態の短側壁の内面側から見た部分斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の折り畳みコンテナーを構成する長側壁と短側壁のロック状
態の部分拡大斜視図である。
【図１４】図１４は、本発明の折り畳みコンテナーを構成する長側壁と短側壁のロック解
除状態の部分拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００４４】
１・・・・・・・・・・・底部
２・・・・・・・・・・・長側壁
２ｂ・・・・・・・・・・係合枠
３・・・・・・・・・・・短側壁
３ｅ・・・・・・・・・・張出部
４・・・・・・・・・・・弾性舌片
５・・・・・・・・・・・ロック解除部材
５’・・・・・・・・・・操作部
５”・・・・・・・・・・梃子杆

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(13) JP 4287334 B2 2009.7.1

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６５Ｄ６／００－１３／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

